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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッド基板であって、
　複数の記録素子と、
　前記複数の記録素子を駆動する複数の駆動素子と、
　前記複数の駆動素子を駆動するための駆動信号の電圧を昇圧する複数の昇圧回路と、
　前記複数の昇圧回路を複数のグループに分割し、各グループに属する昇圧回路に共通の
電圧を供給する、グループに対応して設けられた複数の変換電圧発生回路とを有し、
　前記複数の変換電圧発生回路は、前記複数の変換電圧発生回路で発生する電圧値を規定
するための基準電圧を発生する、抵抗体で構成される基準電圧発生部を共有する構成であ
ることを特徴とするヘッド基板。
【請求項２】
　前記複数の変換電圧発生回路それぞれは、
　ＭＯＳＦＥＴと、
　前記ＭＯＳＦＥＴのソースに直列に接続される抵抗とを含み、
　前記複数の記録素子に印加されるのと同じ電圧が前記ＭＯＳＦＥＴのドレインに印加さ
れることを特徴とする請求項１に記載のヘッド基板。
【請求項３】
　前記複数の変換電圧発生回路の内の１つに、前記基準電圧発生部を含み、
　前記基準電圧発生部を構成する抵抗体は２つの直列に接続した抵抗から構成され、
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　前記２つの直列に接続した抵抗の一端に前記複数の記録素子に印加されるのと同じ電圧
が印加され、
　前記２つの直列に接続した抵抗による分圧が前記基準電圧として、前記複数の変換電圧
発生回路それぞれに含まれるＭＯＳＦＥＴのゲートに印加されることを特徴とする請求項
２に記載のヘッド基板。
【請求項４】
　前記ＭＯＳＦＥＴのゲートにコンデンサが接続されることを特徴とする請求項３に記載
のヘッド基板。
【請求項５】
　前記基準電圧発生部を構成する抵抗は、ポリシリコンであることを特徴とする請求項３
又は４に記載のヘッド基板。
【請求項６】
　前記複数の記録素子それぞれはインクを吐出するために利用される熱エネルギーを発生
する電気熱変換素子であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のヘッ
ド基板。
【請求項７】
　外部よりインクが供給される、一つの方向に細長い矩形状のインク供給口をさらに有し
、
　前記インク供給口の長手方向に沿って、前記複数の記録素子が配列されていることを特
徴とする請求項６に記載のヘッド基板。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか１項に記載のヘッド基板を用いた記録ヘッド。
【請求項９】
　請求項８に記載の記録ヘッドと、該記録ヘッドに供給するためのインクを収容したイン
クタンクとを一体化したヘッドカートリッジ。
【請求項１０】
　請求項８に記載の記録ヘッド又は請求項９に記載のヘッドカートリッジを搭載した記録
装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はヘッド基板、記録ヘッド、ヘッドカートリッジ、及び記録装置に関する。本発
明は、特に、記録に必要な熱エネルギーを発生する電気熱変換素子とそれを駆動する駆動
回路を同一基板上に形成したヘッド基板、そのヘッド基板を用いた記録ヘッド、その記録
ヘッドを用いたヘッドカートリッジ、及び記録装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のインクジェット記録ヘッド（以下、記録ヘッド）の電気熱変換素子（ヒータ）と
その駆動回路は、例えば、特許文献１に示されているように半導体プロセス技術を用いて
同一基板上に形成されている。
【０００３】
　さて、近年の記録ヘッドは記録の高速化、高画質化が進んでおり、配列するセグメント
数が増加している。また、多くの数のセグメントを高速駆動することにより消費電力が増
加してきている。その結果、記録ヘッドの昇温が問題となっている。記録ヘッドの昇温は
インクの吐出不良や吐出インク量のばらつきを招き、記録画質の低下の原因となるからで
ある。
【０００４】
　記録ヘッドを構成する要素の内、電力消費が大きい部分として、インクを加熱するヒー
タ部の他に変換電圧発生回路がある。変換電圧発生回路は駆動回路と共通の基板に少なく
とも１つは設けられている。加えて、カラー記録のために複数のインクを吐出するため、
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１つのヘッド基板にその複数インクに対応して複数の回路が構成されている場合、同じ基
板内に複数の変換電圧発生回路が設けられていることが多い。このような変換電圧発生回
路の増加は電力消費増加の原因となる。
【０００５】
　図１１は従来の変換電圧発生回路の一例とその周辺回路図を示す図である。
【０００６】
　図１１の変換電圧発生回路３００を除く部分は１セグメント分の等価回路を示した図で
ある。変換電圧発生回路３００より出力される変換電圧（ＶＨＴＭ）は複数セグメントの
昇圧回路３０７で共通に使われる。昇圧回路３０７はシフトレジスタなどのロジック回路
を動作させるためのロジック電源電圧（例えば、３．３Ｖ）の信号を変換電圧（ＶＨＴＭ
）の信号に昇圧する回路である。昇圧回路３０７からの出力電圧はスイッチング素子（駆
動素子）３０５であるＭＯＳ－ＦＥＴのゲートに印加される。スイッチング素子３０５に
はヒータ３０４が直列に接続される。変換電圧発生回路３００はヒータに印加される電圧
である２４Ｖ程度のヒータ電圧（ＶＨ）と同じ電圧（ＶＨＴ）を電源としており、その回
路はポリシリコンや拡散抵抗を含む抵抗素子やＭＯＳＦＥＴ３０６からなっている。
【０００７】
　変換電圧発生回路はソースホロア回路の形態をとっており、ＭＯＳＦＥＴ３０６のゲー
トに一定の基準電圧を印加することで、変換電圧（ＶＨＴＭ）の値が規定される。また、
ＭＯＳＦＥＴ３０６のゲートに常に一定の電圧が印加されているので、ＭＯＳＦＥＴ３０
６のドレインソース間に一斉に電流が流れても変換電位が変動しづらいような回路構成と
なっている。この変換電位を常に一定に保つためには、ＭＯＳＦＥＴ３０６のゲートに常
に一定の電圧がかかるようにしなくてはならない。
【０００８】
　そこで、基準電圧発生部３０３の一例として図１１では分圧抵抗によって一定の基準電
圧を発生させている。その抵抗素子としては、熱により抵抗値変動が起こりづらい素子（
例えば、ポリシリコン）が望ましい。
【特許文献１】特開平５－１８５５９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、このような回路構成では基準電圧発生部には常に貫通電流が流れている
ため消費電力が大きくなる。
【００１０】
　また、分圧抵抗に使う抵抗素子が問題となる。半導体に用いる抵抗素子としては、レイ
アウト面積の小さい拡散抵抗が一般的であるが、拡散抵抗はバイアス電圧に依存して変化
するため、分圧抵抗に用いる素子としては理想的であるとは言えない。そのため、上記従
来例では、バイアス電圧に依存しない抵抗体である金属抵抗やポリシリコンを用いること
がある。しかしながら、このような抵抗体を用いるとヘッド基板のレイアウト面積が大き
くなり、チップサイズが大きくなる。これは、ヘッド基板の製造コストアップとなってし
まう。
【００１１】
　本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、低コストで電力損失が少なく、さらに高
集積化もしくは小型化が可能なヘッド基板を提供することを目的としている。また、その
ヘッド基板を用いた記録ヘッド、ヘッドカートリッジ、及び記録装置を提供することも目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために本発明のヘッド基板は、以下のような構成からなる。
【００１３】
　即ち、ヘッド基板であって、複数の記録素子と、前記複数の記録素子を駆動する複数の
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駆動素子と、前記複数の駆動素子を駆動するための駆動信号の電圧を昇圧する複数の昇圧
回路と、前記複数の昇圧回路を複数のグループに分割し、各グループに属する昇圧回路に
共通の電圧を供給する、グループに対応して設けられた複数の変換電圧発生回路とを有し
、前記複数の変換電圧発生回路は、前記複数の変換電圧発生回路で発生する電圧値を規定
するための基準電圧を発生する、抵抗体で構成される基準電圧発生部を共有する構成であ
ることを特徴とする。
【００１４】
　また他の発明によれば、上記構成のヘッド基板を用いた記録ヘッドを備える。
【００１５】
　さらに他の発明によれば、上記記録ヘッドとその記録ヘッドに供給するインクを収容し
たインクタンクとを一体化したヘッドカートリッジを備える。
【００１６】
　またさらに他の発明によれば、上記記録ヘッド又はヘッドカートリッジを搭載した記録
装置を備える。
【発明の効果】
【００１７】
　従って本発明によれば、１つの基準電圧発生部を複数の変換電圧発生回路で共有するの
で、消費電力の大きい基準電圧発生部の数を削減でき、消費電力を低減することができる
。また、消費電力の低減により、記録ヘッドの昇温を抑制でき、それによる画質品位の低
下を抑制することに貢献する。
【００１８】
　また、基準電圧発生部を構成する抵抗は従来よりヘッド基板上で大きなレイアウト面積
を占めていたので、基準電圧発生部の削減はヘッド基板面積の削減に貢献することになる
。これにより、ヘッド基板の小型化やそれによる生産コストの削減も可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下添付図面を参照して本発明の好適な実施例について、さらに具体的かつ詳細に説明
する。なお、既に説明した部分には同一符号を付し重複説明を省略する。
【００２０】
　なお、この明細書において、「記録」（「プリント」という場合もある）とは、文字、
図形等有意の情報を形成する場合のみならず、有意無意を問わない。また人間が視覚で知
覚し得るように顕在化したものであるか否かを問わず、広く記録媒体上に画像、模様、パ
ターン等を形成する、または媒体の加工を行う場合も表すものとする。
【００２１】
　また、「記録媒体」とは、一般的な記録装置で用いられる紙のみならず、広く、布、プ
ラスチック・フィルム、金属板、ガラス、セラミックス、木材、皮革等、インクを受容可
能なものも表すものとする。
【００２２】
　さらに、「インク」（「液体」と言う場合もある）とは、上記「記録（プリント）」の
定義と同様広く解釈されるべきものである。従って、記録媒体上に付与されることによっ
て、画像、模様、パターン等の形成または記録媒体の加工、或いはインクの処理（例えば
記録媒体に付与されるインク中の色剤の凝固または不溶化）に供され得る液体を表すもの
とする。
【００２３】
　またさらに、記録要素とは、特にことわらない限り吐出口ないしこれに連通する液路お
よびインク吐出に利用されるエネルギーを発生する素子（記録素子）を総括して言うもの
とする。
【００２４】
　以下に用いる記録ヘッド用基板（ヘッド基板）とは、シリコン半導体からなる単なる基
体を指し示すものではなく、その基板上に各素子や配線等が設けられた構成を差し示すも
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のである。
【００２５】
　さらに、基板上とは、単に素子基板の上を指し示すだけでなく、素子基板の表面、表面
近傍の素子基板内部側をも示すものである。また、本発明でいう「作り込み」とは、別体
の各素子を単に基体表面上に別体として配置することを指し示している言葉ではなく、各
素子を半導体回路の製造工程等によって素子板上に一体的に形成、製造することを示すも
のである。
【００２６】
　始めに、以下で説明する本発明に従う記録ヘッドを用いる記録装置の代表的な全体構成
および制御構成について説明する。
【００２７】
　＜インクジェット記録装置の説明（図１）＞
　図１は本発明の代表的な実施例であるインクジェット記録装置１の構成の概要を示す外
観斜視図である。
【００２８】
　図１に示すように、インクジェット記録装置（以下、記録装置という）は、インクジェ
ット方式に従ってインクを吐出して記録を行なう記録ヘッド３をキャリッジ２に搭載し、
キャリッジ２を矢印Ａ方向に往復移動させて記録を行う。記録紙などの記録媒体Ｐを給紙
機構５を介して給紙し、記録位置まで搬送し、その記録位置において記録ヘッド３から記
録媒体Ｐにインクを吐出することで記録を行なう。
【００２９】
　記録装置１のキャリッジ２には記録ヘッド３を搭載するのみならず、記録ヘッド３に供
給するインクを貯留するインクカートリッジ６を装着する。インクカートリッジ６はキャ
リッジ２に対して着脱自在になっている。
【００３０】
　図１に示した記録装置１はカラー記録が可能であり、そのためにキャリッジ２にはマゼ
ンタ（Ｍ）、シアン（Ｃ）、イエロ（Ｙ）、ブラック（Ｋ）のインクを夫々、収容した４
つのインクカートリッジを搭載している。これら４つのインクカートリッジは夫々独立に
着脱可能である。
【００３１】
　この実施例の記録ヘッド３は、熱エネルギーを利用してインクを吐出するインクジェッ
ト方式を採用している。このため、記録ヘッド３には記録素子として熱エネルギーを発生
するために電気熱変換体を備えている。この電気熱変換体は各吐出口のそれぞれに対応し
て設けられ、記録信号に応じて対応する電気熱変換体にパルス電圧を印加することによっ
て対応する吐出口からインクを吐出する。
【００３２】
　＜インクジェット記録装置の制御構成（図２）＞
　図２は図１に示した記録装置の制御構成を示すブロック図である。
【００３３】
　図２に示すように、コントローラ６００は、ＭＰＵ６０１、ＲＯＭ６０２、特殊用途集
積回路（ＡＳＩＣ）６０３、ＲＡＭ６０４、システムバス６０５、Ａ／Ｄ変換器６０６な
どで構成される。ここで、ＲＯＭ６０２は後述する制御シーケンスに対応したプログラム
、所要のテーブル、その他の固定データを格納する。ＡＳＩＣ６０３は、キャリッジモー
タＭ１の制御、搬送モータＭ２の制御、及び、記録ヘッド３の制御のための制御信号を生
成する。ＲＡＭ６０４は、画像データの展開領域やプログラム実行のための作業用領域等
として用いられる。システムバス６０５は、ＭＰＵ６０１、ＡＳＩＣ６０３、ＲＡＭ６０
４を相互に接続してデータの授受を行う。Ａ／Ｄ変換器６０６は以下に説明するセンサ群
からのアナログ信号を入力してＡ／Ｄ変換し、デジタル信号をＭＰＵ６０１に供給する。
【００３４】
　また、図２において、６１０は画像データの供給源となるコンピュータ（或いは、画像
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読取り用のリーダやデジタルカメラなど）でありホスト装置と総称される。ホスト装置６
１０と記録装置１との間ではインタフェース（Ｉ／Ｆ）６１１を介して画像データ、コマ
ンド、ステータス信号等を送受信する。この画像データは、例えば、ラスタ形式で入力さ
れる。
【００３５】
　さらに、６２０はスイッチ群であり、電源スイッチ６２１、プリントスイッチ６２２、
回復スイッチ６２３などから構成される。
【００３６】
　６３０は装置状態を検出するためのセンサ群であり、位置センサ６３１、温度センサ６
３２等から構成される。
【００３７】
　さらに、６４０はキャリッジ２を矢印Ａ方向に往復走査させるためのキャリッジモータ
Ｍ１を駆動させるキャリッジモータドライバ、６４２は記録媒体Ｐを搬送するための搬送
モータＭ２を駆動させる搬送モータドライバである。６４４は記録ヘッド３を駆動させる
ヘッドドライバである。
【００３８】
　ＡＳＩＣ６０３は、記録ヘッド３による記録走査の際に、ＲＡＭ６０４の記憶領域に直
接アクセスしながら記録ヘッドに対して記録素子（ヒータ）の記録信号（ＤＡＴＡ）を転
送する。加えて、ヘッドドライバ６４４を介して、ＭＰＵ６０１やＡＳＩＣ６０３からの
制御信号を記録ヘッド３に供給する。また、電源部（不図示）からの電力も記録ヘッド３
に供給される。
【００３９】
　図３は記録ヘッドとインクカートリッジとで構成される記録ヘッドカートリッジ１００
０の概観を示す斜視図である。
【００４０】
　図３の（ａ）と（ｂ）から分かるように、記録ヘッドカートリッジ１０００は４つのイ
ンクカートリッジ６と記録ヘッド３とから構成されており、互いに対して分離可能である
。図３の（ａ）が４つのインクカートリッジ６と記録ヘッド３に装着した様子を示し、図
３の（ｂ）が記録ヘッド３から４つのインクカートリッジ６が分離した様子を示している
。
【００４１】
　また、インクカートリッジ６はイエロ（Ｙ）インク、シアン（Ｃ）インク、マゼンタ（
Ｍ）インク、ブラック（Ｋ）インクを夫々収容する４つのインクカートリッジ６Ｙ、６Ｃ
、６Ｍ、６Ｋから構成されている。これらのインクカートリッジは中のインクがなくなる
と、夫々個別的に記録ヘッドから分離して交換できる。
【００４２】
　記録ヘッドカートリッジ１０００は記録装置本体に設けられたキャリッジ２の位置決め
手段および電気的接点によって固定支持されるとともに、キャリッジ２に対して着脱可能
となっている。
【００４３】
　また、記録ヘッド３は、電気信号に応じて膜沸騰をインクに対して生じさせるための熱
エネルギーを生成するヒータを用いて記録を行う方式の記録ヘッドであって、ヒータ面に
対向する側にインクを吐出する、所謂、サイドシュータ型の記録ヘッドである。
【００４４】
　図４は記録ヘッド３の詳細な構成を示す分解斜視図である。
【００４５】
　図４に示すように、記録ヘッド３は記録素子ユニット１００２と、インク供給ユニット
１００３と、４つのインクカートリッジを受容するタンクホルダ２０００とから構成され
ている。記録素子ユニット１００２は複数の発熱抵抗体（ヒータ）を実装したヘッド基板
１１００Ｃ（後述）とヘッド基板１１００Ｋ（後述）を持つ。なお、記録素子ユニット１
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００２のインク連通口（不図示）とインク供給ユニット１００３のインク連通口２３０１
とをインクがリークしないように連通させるため、各部材を圧着するようジョイントシー
ル部材２３００を介してビス２４００で固定している。
【００４６】
　また、上述のように、インクカートリッジ６と記録ヘッド３と分離可能に構成しても良
いが、これらが一体的に形成されて交換可能なヘッドカートリッジＩＪＣを構成しても良
い。
【００４７】
　図５は、インクタンクと記録ヘッドとが一体化されたヘッドカートリッジＩＪＣの構成
を示す外観斜視図である。図５において、点線ＫはインクタンクＩＴと記録ヘッドＩＪＨ
の境界線である。ヘッドカートリッジＩＪＣにはこれがキャリッジ２に搭載されたときに
は、キャリッジ２側から供給される電気信号を受け取るための電極（不図示）が設けられ
ており、この電気信号によって、前述のように記録ヘッドＩＪＨが駆動されてインクが吐
出される。
【００４８】
　なお、図５において、５００はインク吐出口列である。
【００４９】
　以下、上記の構成の記録装置に搭載される記録ヘッドのヘッド基板の実施例について説
明する。
【００５０】
　なお、図４ではカラーインク吐出に用いるために３つのインク供給口を備えたヘッド基
板とブラックインク吐出に用いるために１つのインク供給口を備えたヘッド基板とを総称
してヘッド基板として言及した。しかしながら、以下の説明では、１つのインク供給口を
備えたヘッド基板を１１００Ｋ、３つのインク供給口を備えたヘッド基板を１１００Ｃと
して個別に言及する。
【実施例１】
【００５１】
　図６はヒータと駆動回路が同一基板上に作り込まれることで一体形成されているヘッド
基板１１００Ｋのレイアウト構造を示す平面図である。
【００５２】
　図６に示すように、ヘッド基板１１００Ｋには、厚さ０．５～１ｍｍのＳｉ基板の片面
の矩形状の細長いインク供給口１０１を挟んだ両側にその長手方向に、インクを吐出する
ための複数のヒータからなるヒータアレイ１０２が設けられる。さらに、これに対応する
複数のインク流路（不図示）と複数のインク吐出口（不図示）とがフォトリソグラフィ技
術により形成される。インク供給口１０１にはヘッド基板の外部（即ち、インクタンク或
いはインクカートリッジ）よりインクが供給される。
【００５３】
　さらに、ヘッド基板１１００Ｋにはヒータアレイ１０２を構成する各ヒータの駆動に必
要なドライバトランジスタ（前述の駆動素子に相当）１０３、昇圧回路１０４、ＡＮＤ回
路などのヒータ選択回路１０５がヒータアレイ１０２に沿った方向に配置されている。ま
た、シフトレジスタ１０７、デコーダ１０６、及びパッド１０９がヘッド基板１１００Ｋ
の上下端部に配置されている。なお、ここでいう上下端部とは図面の紙面上における上端
部と下端部のことを意味する。さらに、図６から分かるように、ヘッド基板１１００Ｋの
上端部に近接して配置された２つの変換電圧発生回路１０８ａ、１０８ｂは、インク供給
口１０１を挟んで配置された２つのヒータアレイ１０２夫々に対応した昇圧回路１０４の
電源を供給している。ここでいう上端部とは、図面の紙面上における上端部を指す。
【００５４】
　なお、図６に示すヘッド基板１１００Ｋには複数の電極パッドが示されており、これら
を総称する参照番号として１０９を用いている。
【００５５】
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　さて、記録信号や制御信号はパッド１０９から入力されシフトレジスタ１０７、デコー
ダ１０６に入力される。その後、それぞれの回路より出力された信号はシフトレジスタや
シフトレジスタに対応して設けられたラッチ（不図示）からの信号とデコーダ１０６から
の信号との論理積を取るＡＮＤ回路などで構成されたヒータ選択回路１０５に入力る。そ
してヒータ選択回路１０５からのヒータ選択信号（駆動信号）によって最終的に駆動電流
を流すべきヒータを選択する。
【００５６】
　ヒータ選択回路１０５より出力されたヒータ選択信号によりドライバトランジスタ１０
３を駆動するため、昇圧回路１０４によりヒータ選択信号の電圧レベルを昇圧する。昇圧
された後の信号の電圧はドライバトランジスタ１０３を駆動できる程度の電圧であり、そ
の値はシフトレジスタ等を駆動するための制御電圧や記録信号のロジック電圧よりも高く
、かつドライバトランジスタや昇圧回路を構成する素子の耐圧よりも低い。また、その電
圧を発生するのが変換電圧発生回路１０８ａ、１０８ｂである。
【００５７】
　昇圧されたヒータ選択信号によりドライバトランジスタ（駆動素子）１０３が駆動し、
ヒータアレイ１０２の所望のヒータに電流が流れ、そのヒータの発熱によりインクが沸騰
し、その圧力によりインクが吐出される。
【００５８】
　図７はヘッド基板１１００Ｋに形成される変換電圧発生回路１０８ａ、１０８ｂの等価
回路を示す図である。なお、図７において、既に図１１で説明したのと同じ構成要素や電
圧については同じ参照番号、参考記号を付し、その説明は省略する。
【００５９】
　図７に示す回路構成によれば、図１１に示すように従来は各変換電圧発生回路に設けら
れていた基準電圧発生部３０３を２つの変換電圧発生回路１０８ａ、１０８ｂで共有する
。こうすることで、消費電力の多い貫通電流が流れる基準電圧発生部３０３を１つ削減す
ることができ、消費電力の低減が実現できる。従来と同じ貫通電流値の（分圧抵抗値を変
えない）場合、その電力消費は従来の半分となる。また、消費電力低減により、記録画質
劣化の原因となる記録ヘッドの昇温も抑制することが可能となる。
【００６０】
　また、この実施例では、基準電圧発生部３０３の素子として温度変化による抵抗値変動
は小さいがレイアウト面積の大きいポリシリコン抵抗を用いている。この場合であっても
、基準電圧発生部３０３の共通化により必要な抵抗素子数が半分になる。このため、その
レイアウト面積を半分にすることができる。これにより、１ヘッド基板当たりのヒータ数
を増加させたり、他の回路を実装することが可能となる。また、ヘッド基板面積の削減も
実現できるので、チップコストも低く抑えることが可能となる。
【００６１】
　基準電圧発生部３０３の素子としては、ポリシリコンの抵抗以外の抵抗でも良いが、前
述のようにバイアス電圧に依存しない点でポリシリコンを使用することが望ましい。
【００６２】
　図８はヒータと駆動回路が同一基板上に一体形成されているヘッド基板１１００Ｃのレ
イアウト構造を示す平面図である。
【００６３】
　ヘッド基板１１００Ｃは一つの基板上に３つのインク供給口４０１Ｃ、４０１Ｍ、４０
１Ｙを備えている。そして、それらインク供給口各々の両側に、インク供給口に沿ってヒ
ータアレイとドライバトランジスタと昇圧回路とヒータ選択回路とからなる回路群４０２
Ｃ、４０２Ｍ、４０２Ｙが形成されている。また、それらインク供給口各々の長さ方向の
一端部にはシフトレジスタとデコーダと変換電圧発生回路とからなる回路群４０３Ｃ、４
０３Ｍ、４０３Ｙが形成される。一方、インク供給口の長さ方向の他端部にはシフトレジ
スタとデコーダとからなる回路群４０３Ｃ′、４０３Ｍ′、４０３Ｙ′が形成される。
【００６４】
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　なお、回路群４０３Ｃ、４０３Ｍ、４０３Ｙのそれぞれには、インク供給口４０１Ｃ、
４０１Ｍ、４０１Ｙの両側に備えられた昇圧回路に変換電圧を供給するための変換電圧発
生回路が２つずつ実装される。つまり、複数の昇圧回路を複数のグループに分割し、各イ
ンク供給口側の昇圧回路群を１つのグループとして、それぞれのグループに１づつ変換電
圧発生回路が実装される。
【００６５】
　このように１つのヘッド基板上に複数の（ここでは、６つ）変換電圧発生回路がある場
合、この実施例では、これら複数の変換電圧発生回路の基準電圧発生部を共有する。
【００６６】
　なお、昇圧回路のグループの単位は個々では、インク供給口の片側を単位としたが、両
側を１つの単位としてもよい。どの単位にせよ本発明は複数の変換電圧発生回路における
基準電圧発生部を共用するものである。
【００６７】
　図９はヘッド基板１１００Ｃに形成される６つの変換電圧発生回路の等価回路を示す図
である。なお、図９において、既に図１１で説明したのと同じ構成要素や電圧については
同じ参照番号、参考記号を付し、その説明は省略する。
【００６８】
　図９に示すように、この実施例では、１つの基準電圧発生部３０３を６つの変換電圧発
生回路Ａ～Ｆで共有する。このように、１つの基準電圧発生部を６個の変換電圧発生回路
で共有した場合、その基準電圧発生部のポリシリコン抵抗レイアウト面積の削減効果や消
費電力低減効果はヘッド基板１１００Ｋで得られる効果の３倍となる。
【００６９】
　従って以上説明した実施例に従えば、複数の変換電圧発生回路で１つの基準電圧発生部
を共有化することができる。これにより、大きなレイアウト面積が必要であった基準電圧
発生部に必要な面積を削減することができる。また、基準電圧発生部で消費していた電力
も削減することができる。これは、ヘッド基板の昇温を抑える効果もある。
【実施例２】
【００７０】
　前述の実施例で説明したように１つの基準電圧発生部を複数の変換電圧発生回路で共有
すると、複数の変換電圧発生回路に同時に電流が流れた場合、従来例と比較して基準電圧
発生部の変換電圧値の変動が大きくなることが懸念される。そして、変換電圧の変動が大
きくなると、回路の誤動作やヒータに供給する電流の波形の異常などを引き起こす原因と
なる。
【００７１】
　この実施例では、このような基準電圧変動を抑制することができる変換電圧発生回路に
ついて説明する。
【００７２】
　図１０はこの実施例に従う変換電圧発生回路の構成を示す等価回路である。
【００７３】
　図１０は図９に示した１つの基準電圧発生部を６個の変換電圧発生回路で共有する構成
に対して、基準電圧変動を抑制する構成を加えたものである。この構成では、ＭＯＳＦＥ
Ｔ３０６夫々のゲートの直前にコンデンサ３０８が設けられている。
【００７４】
　このような構成を採用することにより、コンデンサ３０８により基準電圧の急激な変動
を抑制することができるため、回路誤動作やヒータ電流波形に異常が発生することを防止
することができる。
【００７５】
　これ以外にも、変換電圧変動の防止の対策として、基準電圧発生部３０３の分圧抵抗に
流す貫通電流を増やすようにすることもできる。この場合には、２つの分圧抵抗の比率を
保ったままそれぞれの抵抗値を下げる。これにより変換電圧の変動を抑制できるほか、分
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圧抵抗の値を下げたことでポリシリコン抵抗のレイアウト面積を削減することが可能とな
る。
【００７６】
　例えば、基準電圧発生部を６個の変換電圧発生回路で共有した場合、前述の実施例でも
述べたように抵抗素子部のレイアウト面積を１／６に低減することができる。ここで、上
述した変換電圧変動対策のために貫通電流をｎ倍（従来のＭＯＳＦＥＴゲート１つあたり
の電流値と等価）にしたとする。その場合、従来と比較しポリシリコン抵抗部のレイアウ
ト面積を１／ｎ2にまで削減できる（ｎ＝１０のときは１／１００）。
【００７７】
　このように、基準電圧発生部の共有化を行い貫通電流値を増やすことで、変換電圧発生
回路のレイアウト面積を大幅に削減すると同時に変換電圧変動の抑制が可能となる。
【００７８】
　なお、以上の実施例において、記録ヘッドから吐出される液滴はインクであるとして説
明し、さらにインクタンクに収容される液体はインクであるとして説明したが、その収容
物はインクに限定されるものではない。例えば、記録画像の定着性や耐水性を高めたり、
その画像品質を高めたりするために記録媒体に対して吐出される処理液のようなものがイ
ンクタンクに収容されていても良い。
【００７９】
　以上の実施例は、特にインクジェット記録方式の中でも、インク吐出のために熱エネル
ギーを発生する手段（例えば電気熱変換体等）を備え、その熱エネルギーによりインクの
状態変化を生起させる方式を用いて記録の高密度化、高精細化が達成できる。
【００８０】
　さらに加えて、本発明のインクジェット記録装置の形態としては、コンピュータ等の情
報処理機器の画像出力装置として用いられるものの他、リーダ等と組合せた複写装置、さ
らには送受信機能を有するファクシミリ装置の形態を採るもの等であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の代表的な実施例であるインクジェット記録装置の構成の概要を示す外観
斜視図である。
【図２】記録装置の制御回路の構成を示すブロック図である。
【図３】記録ヘッドとインクカートリッジとで構成される記録ヘッドカートリッジ１００
０の概観を示す斜視図である。
【図４】記録ヘッド３の詳細な構成を示す分解斜視図である。
【図５】インクタンクと記録ヘッドとが一体的に形成されたヘッドカートリッジＩＪＣの
構成を示す外観斜視図である。
【図６】ヘッド基板１１００Ｋのレイアウト構造を示す平面図である。
【図７】図６に示すヘッド基板１１００Ｋに実装される変換電圧発生回路の等価回路を示
す図である。
【図８】ヘッド基板１１００Ｃのレイアウト構造を示す平面図である。
【図９】図８に示すヘッド基板１１００Ｃに実装される変換電圧発生回路の等価回路を示
す図である。
【図１０】基準電圧変動抑制が可能な変換電圧発生回路の構成を示す等価回路である。
【図１１】従来の記録ヘッドの変換電圧発生回路およびその周辺回路の一例を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００８２】
１０１　インク供給口
１０２　ヒータアレイ
１０３　ドライバトランジスタ
１０４　昇圧回路
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１０５　ヒータ選択回路
１０６　デコーダ
１０７　シフトレジスタ
１０８ａ、１０８ｂ　変換電圧発生部
１０９　パッド
３０３　基準電圧発生部
３０６　ＭＯＳＦＥＴ
３０８　コンデンサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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